別表第2(第7条関係)
災害対策本部配備基準
組織
配備
配備基準
主な活動内容
配備要員


第1配備
①県東部に、次の注意報の1以上が発表されたとき
・災害情報の収集、伝達
総務管理課法制防災担当職員並びに次に掲げる課等の長及び必要に応じ長が指名する職員



・大雨注意報
・応急対策活動に着手
総務管理課、秘書広報課



・洪水注意報
・大雪注意報

産業観光課、建設課、地域整備課



②市域で震度4の地震を観測したとき
③その他市長が必要と認めたとき



災害予防本部
第2配備
①県東部に、次の警報の1以上が発表されたとき
・災害情報の収集、伝達
総務管理課職員全員並びに全課等の長及び長が指名する職員



・大雨警報
・災害(地震にあっては二次災害)の注意、警戒




・洪水警報
・事態の推移に伴い、速やかに災害対策本部に移行できる体制




・暴風警報
・大雪警報
②市域で震度5弱、5強の地震を観測したとき
③その他市長が必要と認めたとき



災害対策本部
第3配備
①市内全域にわたる大規模な被害が発生したとき
②市域で震度6弱以上の地震を観測したとき
③その他市長が必要と認めたとき
・市の組織及び機能のすべてによる応急対策活動
全職員

